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学校の教育活動に伴う宿泊

右記施設に通う児
童・学生

幼稚園（幼稚園型認定こども園含む）、小学校、中学校、高等学校、中等教
育学校、特別支援学校、高等専門学校

引率者
・学校教育法上の観点から生徒等の引率を行う学校関係者
・部活動等の活動にあたり、指導やサポートを行う監督、コーチ等

【課税免除の対象者の例】

・生徒等の引率を行う学校関係者である教員や部活動指導員

・心身の障害等により介助を必要とする生徒等の介助をする看護師や保護者

・部員、監督、コーチ、マネージャー、スコアラー

【課税免除の対象外の例】

・旅行業者の添乗員、カメラマン

・応援のための保護者、審判など

②対象となる教育活動

①対象者

・通信制の課程で行う面接指導（スクーリング）

・修学旅行、林間学校、臨海学校、その他これらに相当する学校行事

・部活動

・部活動以外による学校を代表した大会への参加

課税免除



③必要書類

宿泊日のチェックイン時までに以下の「学校の教育活動であることの証明書（学校用）」を宿泊施設へ提出してください。

学校の教育活動に伴う宿泊課税免除


